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「第４１７回判例・事例研究会」 

テーマ：間接差別 

 

日   時 令和６年７月２３日 

場   所 湊総合法律事務所 第１会議室 

報 告 者 弁護士 沖 陽介 

 

【判例】 

事件 東京地方裁判所令和６年５月１３日（事件番号不明） 

事案の概要 

 

Ｙ社は、２０２０年時点で総合職２０名が全員男性、一般職６名中５名が女性であ

った。また、１９９９年以降、総合職は３４名在籍し、うち女性は１名のみ、一般職

は７名在籍し、うち男性は１名のみであった。 

Ｙ社は、いわゆる借り上げ社宅の社宅制度を採用しており、賃貸物件の賃料の何割

かをＹ社が補助している。その負担は８割に及ぶ場合もある。この社宅制度は総合職

のみを対象としている。 

他方、社宅制度の適用がない一般職には住宅手当が支給されているが、その支給額

は限定的（月額３０００円など）で、社宅制度の適用がある総合職と比較すると、最

大約２４倍もの差が生じ得る制度となっている。 

Ｙ社に勤務する一般職の女性従業員Ｘは、Ｙ社の社宅制度は男女雇用機会均等法第

７条の「間接差別」に当たり、違法であるとして、慰謝料などの損害賠償を求めて訴

訟提起した。 

条文 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（均等法） 

第６条（性別を理由とする差別の禁止） 

 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いを

してはならない。 

② 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって厚生労働省令で定

めるもの 

 

第７条（性別以外の事由を要件とする措置） 

事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であって労働者

の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率

その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置とし

て厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らし

て当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照ら

して当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場

合でなければ、これを講じてはならない。 
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同法施行規則 

第１条（福利厚生） 

 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（以下「法」

という。）第６条第２号の厚生労働省令で定める福利厚生の措置は、次のとおりとす

る。 

④ 住宅の貸与 

 

第２条（実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置） 

法第７条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。 

① 労働者の募集又は採用に関する措置であって、労働者の身長、体重又は体力に関

する事由を要件とするもの 

② 労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であって、労働者

の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの 

③ 労働者の昇進に関する措置であって、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に

配置転換された経験があることを要件とするもの 

 

判旨 

（一部抜

粋） 

 

「均等法７条を受けた同法施行規則２条２号には、『労働者の募集若しくは採用、

昇進又は職種の変更に関する措置であって、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応

じることができることを要件とするもの』が挙げられている。ここには、住宅の貸与

（均等法６条２号、同法施行規則１条４号）が挙げられていないものの、①性別以外

の事由を要件とする措置であって、②他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員

に相当程度の不利益を与えるものを、③合理的な理由がないときに講ずること（以下

「間接差別」という。）は、均等法施行規則に規定するもの以外にも存在し得るので

あって、均等法７条には抵触しないとしても、民法等の一般法理に照らし違法とされ

るべき場合は想定される。」 

「そうすると、雇用分野における男女の均等な待遇を確保するという均等法の趣旨

に照らし、同法７条の施行（平成１９年４月１日）後、住宅の貸与であって、労働者

の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするものについて

も、間接差別に該当する場合には、民法９０条違反や不法行為の成否の問題が生じる

と解すべきであり、被告の社宅制度に係る措置についても同様の検討が必要である。

すなわち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率、当該措置の具体的な内容、業務

遂行上の必要性、雇用管理上の必要性その他一切の事情を考慮し、男性従業員と比較

して女性従業員に相当程度の不利益を与えるものであるか否か、そのような措置をと

ることにつき合理的な理由が認められるか否かの観点から、被告の社宅制度に係る措

置が間接差別に該当するか否かを均等法の趣旨に照らして検討し、間接差別に該当す

る場合には、社宅管理規程の民法９０条違反の有無や被告の措置に関する不法行為の

成否等を検討すべきである。」 

「少なくとも平成２３年７月以降、社宅制度という福利厚生の措置の適用を受ける
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男性及び女性の比率という観点からは、男性の割合が圧倒的に高く、女性の割合が極

めて低いこと、措置の具体的な内容として、社宅制度を利用し得る従業員と利用しえ

ない従業員との間で、享受する経済的恩恵の格差はかなり大きいことが認められる。

他方で、転勤の事実やその現実的可能性の有無を問わず社宅制度の適用を認めている

運用等に照らすと、営業職の採用競争における優位性の確保という観点から、社宅制

度の利用を総合職に限定する必要性や合理性を根拠づけることは困難である。そうす

ると、平成２３年７月以降、被告が社宅管理規程に基づき、社宅制度の利用を、住居

の移転を伴う配置転換に応じることができる従業員、すなわち総合職に限って認め、

一般職に対して認めていないことにより、事実上男性従業員のみに適用される福利厚

生の措置として社宅制度の運用を続け、女性従業員に相当程度の不利益を与えている

ことについて、合理的理由は認められない。したがって、被告が上記のような社宅制

度の運用を続けていることは、雇用分野における男女の均等な待遇を確保するという

均等法の趣旨に照らし、間接差別に該当するというべきである。」 

「上記のとおり、平成 23年７月以降、被告が社宅制度の利用を総合職にのみ認め、

一般職に対して認めない運用を続けていることは、均等法の趣旨に照らせば、間接差

別に該当し、被告はそれによる違法な状態を是正すべき義務を負っている。そして、

被告がこうした状態を是正する場合、相当数の総合職が恩恵を受けている社宅制度自

体を撤廃することは事実上困難であるから、一般職にも社宅制度の適用を認め、総合

職と同一の基準で待遇すること以外に現実的な方策は考え難い。かかる方策をとるこ

となく、間接差別に該当する措置を漫然と継続した被告の行為は違法であり、少なく

とも過失が認められることから、被告はこれにより原告に生じた損害につき賠償する

責任を負う。」 

※ 慰謝料など約３７８万円の損害賠償を認容した。 

以上 


